
キャリアデザイン学部からの情報発信方法について 

 

キャリアデザイン学部では以下３つの方法で学部からの情報を発信しています。 

 

１ 法政ポータルサイト（Hoppii）（学部web掲示板、学習支援システム） 

大学では、日常の学生への連絡は特別な場合を除き法政ポータルサイト（Hoppii）内のweb掲示板に掲載しています。

高校のように担任教員が直接伝達するような制度はありません。休講、授業時間や教室の変更、試験の日時、その他必

要な事項の情報へはすべてHoppiiからアクセスできます。見忘れ、見落としによる不利益が生じないよう、毎日必ず確

認する習慣を身につけておくことが重要です。 

 授業・試験等に関する諸連絡について、学部専門科目は学部web掲示板、ILAC科目の０～４群については市ヶ谷リベラ

ルアーツセンター（ILAC）掲示板、５群の科目については保健体育掲示板で行います。 

各授業ごとのお知らせや休講連絡は学習支援システムに表示されます。 

 学部WEB掲示板や学習支援システムへはHoppiiよりアクセスしてください。 

 

 

 

２ キャリアデザイン学部 Webページ 

キャリアデザイン学部Webページでは学部主催のイベント案内や学生の学びやゼミ活動の紹介、各種申請書などを掲載

します。また夏季・冬季休業中など登校する機会が少ない場合は学事日程などを掲載することもありますので、定期的

に確認するようにしてください。 

【アクセス方法】 

 法政大学（www.hosei.ac.jp）＞在学生の方へ＞学部・大学院からのお知らせ「キャリアデザイン学部」 

(2020年4月にリニューアル予定です) 

 

 

３ Twitter （アカウント：@hosei_cd） 

学部公式アカウントです。上記２つの情報を補うためのものです。原則としてTwitterのみに情報を掲載することはあ

りません。 

 

★情報発信の位置づけ 

重要度 情報発信方法 確認頻度 

高  法政ポータルサイト（Hoppii）,学部web掲示板 

学習支援システム 

必ずチェック 

キャリアデザイン学部 Webページ 定期的にチェック 

Twitter フォロー推奨 

 
  

法政ポータルサイト（Hoppii） 

 URL：https://hoppii.hosei.ac.jp 

授業・時間割に関すること 
 

１ 休講について 

  授業は担当教員の病気や行事等の特別な理由により休講となることがあります。休講情報は、法政ポータルサイト

(Hoppii)から学習支援システムにアクセスすることで確認することができます。ただし、必ず学期の始めに受けたい

授業を学習支援システムに仮登録してください。登録された授業の休講情報のみが表示されますのでご注意ください。

なお、履修登録期間が終了すると、履修登録した内容が自動的に学習支援システムにも反映されます。 

また、不可抗力により教員が大学へ連絡できないこともあり、授業開始時間から30分経過して担当教員が出講しな

い時は休講とします。学習支援システムの休講情報は教員からの連絡にもとづき表示されます。 

 

２ 時間割・教室が変更になったら 

 時間割配付後の時間割記載内容（曜日時限や教室など）の変更は、学習支援システムに表示されます。休講情報と同

じく学習支援システムに仮登録または履修登録が完了している科目のみが表示されますのでご注意ください。 

 

３ 教室の番号 

 教室番号は、その教室がどこにあるのかを示しています。４桁の数字の教室はボアソナード・タワーにあります。ま

た、先頭にＦの付く教室は富士見坂校舎、Ｇの付く教室は富士見ゲート、Ｓの付く教室は外濠校舎、Yの付く教室は大内

山校舎にあります。その他情報実習室等の場所は巻末の校舎案内図で確認してください。 

 (1) ボアソナード・タワー 

   ４桁の数字の先頭の２桁が階数を表しています。例えば1104教室は11階に、0804教室は８階にあります。 

 (2) 富士見坂校舎、外濠校舎、富士見ゲート、大内山校舎 

   ３桁の数字の先頭の数字が階数を表しています。例えばＦ401教室は富士見坂校舎４階に、Ｓ204教室は外濠校舎

２階にあります。 

 

定期試験について 
 

１ 試験期間 

  春学期セメスターは７月中旬、秋学期セメスターは１月中旬より定期試験を実施します。日程は掲示します。科目

によっては授業時間中の試験・レポート提出・平素の学習状況などで評価し、定期試験に代えることがあります。 

 

２ 試験時間割と試験場 

 (1) 定期試験の時間割と試験場は、原則として試験開始日の１週間前までに発表します。 

 (2) 試験時間割と試験場は通常の授業時間・教室とは異なるので注意してください。 

 

３ 受験上の注意 

 (1) 履修登録した科目のみ受験できます。 

 (2) 必ず指定された教室で受験してください。 

 (3) 試験開始から20分経過後は入室を認めず、欠席扱いとします。 

 (4) 試験開始20分は、退室できません。 

 (5) 受験中は学生証を机の上に提示してください。 

 (6) 試験において不正行為を行った者または行おうとした者は規定により処罰されます。 

 (7) 答案を提出しないで退室した場合は不正行為とみなします。 

 (8) ノート、参考書などの参照および、辞書（電子含む）の使用が許されている場合は、必ず自分のものを使用して

ください。試験中の貸借は不正行為とみなします。 

 (9) 同じ科目が複数回（月曜４限と土曜３限など）に開講されている場合、必ず登録した方で受験してください。 
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試験等における不正行為の処分基準 

 

１ 処分基準 

（１）定期試験（それに相当する授業内試験を含む）における不正行為 

不正行為様態 処分内容 

①計画性の弱い、または偶発的な不正行為 

例： 

ａ．他人の答案の覗き見 

ｂ．問題・答案用紙配布後の話し合い 

ｃ．参照可の資料等の貸借 

ｄ．不審な挙動を注意した監督者の指示に従わない 

ｅ．答案の持ち帰り 

 

○厳重注意、譴責または１カ月未満の停学 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

 

② 計画性が強い、または意図的な不正行為 

例： 

ａ．参照不可の試験でカンニングペーパー使用 

ｂ． 〃       机上への書き込み 

ｃ． 〃       テキスト・ノート等の閲覧 

ｄ．参照可の試験で許可されたもの以外の参照・使用 

ｅ．許可されていない機器（携帯電話・スマートフォン等）

の持ち込み、使用。 

ｆ．答案用紙の交換（行為の態様により③の受験依頼に該

当） 

ｇ．組織的なカンニング行為 

 

○停学１カ月以上３カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価）に加え、原則とし

て当該学期全履修科目の受験を無効（Ｅ評価） 

 

③ 受験依頼（いわゆる替え玉受験） 

例： 

ａ．依頼された他人が本人になりすまして受験（本人の学

生証使用） 

ｂ．答案提出直前に依頼した学生の氏名に書き換えて提出 

 

○停学３カ月以上６カ月未満または無期停学 

○当該学期全履修科目の単位を無効（Ｅ評価） 

 

※上記③に関し、依頼を受けて受験行為を行った者も学則上の処分の対象となりうる。 

 

（２）論文（卒業論文を含む）、レポート、作品等の成績評価に関わる提出課題における不正行為 

不正行為様態 処分内容 

①剽窃（ひょうせつ）行為 

例： 

ａ．他人の論文、出版物、ウェブサイト、作品等から、適

切な引用処理を行わずに限定的に流用した 

 

○厳重注意または譴責 

②悪質な剽窃（ひょうせつ）行為 

例： 

ａ．他人の論文、出版物、ウェブサイト、作品等から、適

切な引用処理を行わずに流用した 

ｂ．他人と示し合わせ、他人とほぼ同一の内容で課題を作

成し提出した 

ｃ．他人が作成した論文等を、自己の氏名に書き換えて提

 

○停学３カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

 

出した 

ｄ．指導にも関わらず繰り返し剽窃行為を行った 

 

③代筆依頼 

 例： 

 ａ．論文・レポート等の作成を代行する企業・個人等の他

者に作成を請け負わせ、納品物を自己が作成したものと

して提出した 

 

 

○停学３カ月以上６カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

 

④その他不正行為 

 例： 

 ａ．データの捏造（ねつぞう）、改竄（かいざん）。 

 

 

○停学３カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

※上記③に関し、依頼を受けて代筆行為を行った者も学則上の処分の対象となりうる。 

 

（３）授業・試験等の出席に関わる不正行為 

不正行為様態 処分内容 

①代返行為・虚偽申告 

例： 

ａ．他人に依頼し自己の出席報告を行わせた 

ｂ．他人から依頼を受け他人の出席報告を行った 

ｃ．出席報告書（出席カード等）の偽造により提出した 

ｄ．欠席理由に係る証明書類（診断書等）を偽造または虚

偽の内容により提出した 

※出席報告には、口頭によるもの、出席カード等紙面によ

るもの、学生証の情報を読み取るもの、各種システムを介

して行うもの、いずれも含む。 

 

 

○厳重注意、譴責または１カ月未満の停学 

 

（４）不正行為を複数回行った場合 

過去、不正行為により処分を受けたことがある者が、在学中に再び前記（１）～（３）のいずれかの不正行為

を行った場合には、処分を加重し、基準より重い処分を行うことがある。 

 

２ 懲戒処分の発効日 

原則として当該学期の定期試験期間最終日の翌日とする。 

 

３ 本基準の適用日 

 ２０１８年４月１日から 

以上 
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試験等における不正行為の処分基準 

 

１ 処分基準 

（１）定期試験（それに相当する授業内試験を含む）における不正行為 

不正行為様態 処分内容 

①計画性の弱い、または偶発的な不正行為 

例： 

ａ．他人の答案の覗き見 

ｂ．問題・答案用紙配布後の話し合い 

ｃ．参照可の資料等の貸借 

ｄ．不審な挙動を注意した監督者の指示に従わない 

ｅ．答案の持ち帰り 

 

○厳重注意、譴責または１カ月未満の停学 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

 

② 計画性が強い、または意図的な不正行為 

例： 

ａ．参照不可の試験でカンニングペーパー使用 

ｂ． 〃       机上への書き込み 

ｃ． 〃       テキスト・ノート等の閲覧 

ｄ．参照可の試験で許可されたもの以外の参照・使用 

ｅ．許可されていない機器（携帯電話・スマートフォン等）

の持ち込み、使用。 

ｆ．答案用紙の交換（行為の態様により③の受験依頼に該

当） 

ｇ．組織的なカンニング行為 

 

○停学１カ月以上３カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価）に加え、原則とし

て当該学期全履修科目の受験を無効（Ｅ評価） 

 

③ 受験依頼（いわゆる替え玉受験） 

例： 

ａ．依頼された他人が本人になりすまして受験（本人の学

生証使用） 

ｂ．答案提出直前に依頼した学生の氏名に書き換えて提出 

 

○停学３カ月以上６カ月未満または無期停学 

○当該学期全履修科目の単位を無効（Ｅ評価） 

 

※上記③に関し、依頼を受けて受験行為を行った者も学則上の処分の対象となりうる。 

 

（２）論文（卒業論文を含む）、レポート、作品等の成績評価に関わる提出課題における不正行為 

不正行為様態 処分内容 

①剽窃（ひょうせつ）行為 

例： 

ａ．他人の論文、出版物、ウェブサイト、作品等から、適

切な引用処理を行わずに限定的に流用した 

 

○厳重注意または譴責 

②悪質な剽窃（ひょうせつ）行為 

例： 

ａ．他人の論文、出版物、ウェブサイト、作品等から、適

切な引用処理を行わずに流用した 

ｂ．他人と示し合わせ、他人とほぼ同一の内容で課題を作

成し提出した 

ｃ．他人が作成した論文等を、自己の氏名に書き換えて提

 

○停学３カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

 

出した 

ｄ．指導にも関わらず繰り返し剽窃行為を行った 

 

③代筆依頼 

 例： 

 ａ．論文・レポート等の作成を代行する企業・個人等の他

者に作成を請け負わせ、納品物を自己が作成したものと

して提出した 

 

 

○停学３カ月以上６カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

 

④その他不正行為 

 例： 

 ａ．データの捏造（ねつぞう）、改竄（かいざん）。 

 

 

○停学３カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

※上記③に関し、依頼を受けて代筆行為を行った者も学則上の処分の対象となりうる。 

 

（３）授業・試験等の出席に関わる不正行為 

不正行為様態 処分内容 

①代返行為・虚偽申告 

例： 

ａ．他人に依頼し自己の出席報告を行わせた 

ｂ．他人から依頼を受け他人の出席報告を行った 

ｃ．出席報告書（出席カード等）の偽造により提出した 

ｄ．欠席理由に係る証明書類（診断書等）を偽造または虚

偽の内容により提出した 

※出席報告には、口頭によるもの、出席カード等紙面によ

るもの、学生証の情報を読み取るもの、各種システムを介

して行うもの、いずれも含む。 

 

 

○厳重注意、譴責または１カ月未満の停学 

 

（４）不正行為を複数回行った場合 

過去、不正行為により処分を受けたことがある者が、在学中に再び前記（１）～（３）のいずれかの不正行為

を行った場合には、処分を加重し、基準より重い処分を行うことがある。 

 

２ 懲戒処分の発効日 

原則として当該学期の定期試験期間最終日の翌日とする。 

 

３ 本基準の適用日 

 ２０１８年４月１日から 

以上 
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